
特 記 仕 様 書 

 

１ 委託番号  委託第２号 

 

２ 委託名   旭ケ丘第２団地及び旭ケ丘第３団地草刈業務委託 

 

３ 履行場所  多治見市旭ケ丘８丁目 29番地の 84 地内他 

 

４ 事業概要  旭ケ丘第２団地、旭ケ丘第３団地の空家、空地、法面、公園の草刈を行うもの 

 

５ 業務内容 

（１） 市営住宅用地除草業務 草刈対象面積 ８，０３３㎡ 

   

 ア 別紙位置図に従い市営住宅用地内の草木の除草（小木の伐採を含む）から処分までを速やか 

   に行うものとする。 

 イ 枝草の処分については、三の倉センターに持ち込み処分する。 

 ウ 業務委託の場所については、別紙位置図を目安とするが、建築住宅課との連絡を密にし、同 

   課監督員の指示により行う。 

 エ 市営住宅用地内の作業となるので、低騒音、低振動の機械を使用し、維持作業予告看板や作 

   業場所での作業中看板等を設置して、近隣住人、住宅、自動車等に被害が及ばないよう安全 

   対策に万全を期すること。 

 

（２） 写真撮影 

    場所ごとに同方向から作業前・作業中・完了時に撮影する。 

 

（３）提出書類 

・現場作業責任者通知書 

・主任技術者通知書 

・業務工程表 

・業務実施報告書（日時・従事者数等を明記のこと） 

・業務写真 

・業務完成通知書 

 

６ 妨害又は不当要求に対する通報義務 

（１）受注者は契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員等から事実関係及び社会通念等に照らし

て合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求を受けた場合又は契約の適正な履行

を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの不当介入を受けたにも

関わらず通報しない場合は指名停止措置を講じることがある。 

 

（２）受注者は暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内

容を完了することができないときは、発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。 


